
○ 県民相談の状況 

 

１ 概 況 

   平成３０年度の県民相談は、県民相談総合センターと春日部、川越、熊谷、秩父の 各

   地方庁舎において実施しました。 

    

（１）県民相談総合センターでの県民相談 

    県民相談・行政相談及び弁護士、司法書士による法律相談を実施しました。 

    相談は、県民相談・行政相談が月曜日から金曜日までの毎日実施（祝日、年末年始 

 を除く）。 

 法律相談は、相談日を定めて実施しました。 

    

（２）各地域の出張県民相談・弁護士による法律相談 

    春日部、川越、熊谷及び秩父の各地方庁舎で、月２～３回、出張県民相談・弁護士 

 による法律相談を実施しました。 

       

２ 相談の内容 

   相談件数は５，４９０件（前年度６，５７２件）で、前年度と比較し１，０８２件、 

   １６．５％減少しました。 

  

（１）相談場所別件数 

    ・県民相談総合センター      ５，１４６件（構成比９３．７％） 

                         （前年度６，１６１件） 

      ・各地域（４地方庁舎）         ３４４件（構成比 ６．３％） 

                         （前年度４１１件） 

 

    県民相談総合センターの相談件数は５，１４６件で、前年度６，１６１件と比較し 

  １，０１５件、１６．５％減少しました。 

    また、各地域での相談件数は３４４件で、前年度４１１件と比較し６７件、１６．３％

  減少しました。 



（２）相談内容別件数 

    ・県行政に関するもの             ８４６件（構成比１５．４％） 

    ・その他の行政に関するもの             ２９０件（ 同  ５．３％） 

      （その他の内訳） 

    ・国行政に関するもの             ７９件 

    ・市町村行政に関するもの          １６２件 

    ・公社・公団などに関するもの         ４９件 

    ・民事問題に関するもの            ２，２８０件（ 同 ４１．５％） 

    ・家庭問題に関するもの         ２，０７４件（ 同 ３７．８％） 

                                     合 計       ５，４９０件 

  

    相談を内容別にみると、次のとおりです。 

  
（県行政に関するもの） 

  県行政に関する相談件数は８４６件であり、前年度１，１７８件と比較し３３２件減少

  しました。 

     このうち、主な相談は、以下のとおりです。       

   ・総務、県民生活部門に関連したもの        ４０３件（５４４件）    

        消費生活関係３８件、交通安全対策関係１１件など 

 

    ・警察部門に関連したもの             １４０件（１９０件） 

         刑事事件関係８７件、道路交通法関係８件など  

 

    ・福祉部門に関連したもの              ６８件（ ８８件） 

    高齢福祉関係１７件、母子・父子児童関係１３件など 

  

    ・産業労働部門に関連したもの            ６２件（ ６４件） 

         勤労者福祉（労政）関係４２件、就業支援関係９件など 

 

  ・保健医療部門に関連したもの                        ５９件（１３１件） 

病医院関係２１件、精神保健関係１７件など 

 

    ・教育部門に関連したもの              ３２件（ ５６件） 

         奨学資金関係１８件、学校教育関係８件など 

 

  ＊注：（ ）内の数値は前年度の件数を表す。以下同様 

（その他の行政に関するもの） 

  その他の行政に関する相談件数は２９０件で、前年度の３７７件と比較し８７件 

減少しました。 

 



    ・国行政に関連したもの               ７９件（ ９９件） 

    国税関係４３件、登記関係１０件など 

 

    ・市町村に関連したもの              １６２件（２２５件） 

    福祉行政・生活保護受給関係７１件、市町村税関係１９件など 

 

    ・公社・公団等に関連したもの            ４９件（ ５３件） 

    年金事業関係１７件、放送事業関係５件など 

 

 

 （民事問題に関するもの） 

   民事問題に関する相談件数は ２，２８０件で、前年度の２，６０８件と比較し 

  ３２８件減少しました。 

   主な相談内容は、次のとおりです。 

          金銭貸借・保証関係      ３８９件  （  ４３３件） 

          損害賠償関係         ３２４件  （  ３１１件） 

          土地家屋貸借関係       ２６３件  （  ３３０件） 

          相隣関係           １８８件  （  ３１８件） 

           

 （家庭問題に関するもの） 

   家庭問題に関する相談件数は２，０７４件で、前年度の２，４０９件と比較し３３５ 

   件減少しました。 

   主な相談内容は、次のとおりです。 

          遺産相続関係         ９４５件  （  ９７１件） 

          離婚・婚約不履行関係     ６６８件  （  ７１７件） 

          親族関係           １８６件  （  ３０６件） 

 
３ 相談の種類別件数 

 (1) 法令の規定や問題解決方法等についての照会  ５，４７６件（ ６，５６０件） 

 (2) 行政等に対する要望                 ２件（     ２件） 

 (3) 行政等に対する苦情                １０件（     ６件） 

 (4) 行政等に対する意見                 ２件（     ４件） 

     合  計                 ５，４９０件（ ６，５７２件） 

 

４ 相談の方法別件数 

 (1) 来訪によるもの               １，００６件（ １，２２４件） 

 (2) 電話によるもの               ４，３６８件（ ５，２８０件） 

 (3) 市町村に巡回して受理したもの            ８件（     ２件） 

 (4) 文書、メール等によるもの            １０８件（    ６６件） 

   合  計                 ５，４９０件（ ６，５７２件） 



５ 相談の処理別件数 

 (1) 相談に対して即座に回答したもの       ５，４７８件（ ６，５６０件） 

 (2) 斡旋                        １件（     ０件） 

 (3) その他                      １１件（    １２件） 

    合  計                 ５，４９０件（ ６，５７２件） 

 

６ 相談の対応別件数 

 (1) 職員による対応               ４，６４６件（ ５，６１８件） 

 (2) 弁護士・司法書士による対応           ８４４件（   ９５４件） 

    その内訳（民事・家庭相談等）         ８４１件（   ９３８件） 

        （債務相談）               ３件（    １６件） 

    合  計                 ５，４９０件（ ６，５７２件） 

 


